
127

第
4
章

子育ての新たな支え合いと連帯子育ての新たな支え合いと連帯

　2001（平成13）年７月に閣議決定された「仕
事と子育ての両立支援策の方針について」に

盛り込まれた「待機児童ゼロ作戦」に基づき、

保育所、保育ママ、幼稚園による預かり保育

等を活用し、2002（平成14）年度からの３
年間で目標を上回る約15万6,000人の受入児
童数の拡大を達成した。

　こうした結果、待機児童数は2003（平成
15）年をピークに４年連続で減少してきたが、
2008（平成20）年４月１日現在では５年ぶり
に増加に転じ１万9,550人となっている。な
お、待機児童数を年齢区分別に見ると、低

年齢児（０～２歳）の待機児童数全体に占め

る割合は約８割となっている。

　また、待機児童の解消に向け、2004（平
成16）年12月に策定された「子ども・子育
て応援プラン」に基づき、2005（平成 17）
年度から2007年度までの３年間で集中的に
受け入れ児童数の増大を図るとともに、「児

童福祉法の一部を改正する法律」（平成15年
法律第121号）により、2006（平成18）年４
月１日に待機児童が50人以上いる市区町村
（81市区町村）は、2006年度までに策定した
保育の実施の事業等の供給体制の確保に関

する計画を基に、待機児童の計画的な解消

を図ることとしている。

　また、保育所における児童の受入増を図る

ため、保育所の緊急整備のほか、保育所の

認可要件等の規制緩和を推進している。

　保育所の認可要件については、2000（平
成12）年からそれまで市町村と社会福祉法
人に限定していた設置主体の制限を撤廃し、

株式会社、ＮＰＯ、学校法人等多様な主体

による保育所の設置を可能としている。

　また、保育所の設置運営を効率的かつ計

画的に促進するため、2001年の児童福祉法
改正により、保育需要が増大する市町村にお

いては、市町村自らの公有財産（学校、公営

団地等の公共施設の余裕スペース等）の貸

付け、保育所の運営業務の委託等の措置を

積極的に講ずることとされ、さらに2004年
の児童福祉法改正により、保育料の収納事

務について、私人への委託を可能としている。

　さらに、2008年２月、「子どもと家族を応
援する日本」重点戦略（以下「重点戦略」と

いう。）の策定を受け、重点戦略に盛り込ま

れた仕事と生活の調和やサービスの質の確

保等の視点を踏まえ、保育所等の待機児童

の解消をはじめとする保育施設を質・量とも

に充実・確保し、推進するための「新待機

児童ゼロ作戦」を展開することとし、2008
年度からの３年間を集中重点期間として、取

組をすすめることとしている。なお、2008年
度補正予算において、「新待機児童ゼロ作戦」

による保育所の整備等、認定こども園等の新

たな保育需要への対応及び保育の質の向上

のための研修などを実施し、子どもを安心し

て育てることができるような体制整備を行う

ための「安心こども基金」を都道府県に造成

した。

　現行施策における追加的施策として、
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①保育所の定員の弾力化については、一

定程度認められているが、実態を踏ま

え、この措置を十分活用して対応するよ

う、再度地方自治体に要請

②家庭的保育事業（保育ママ）については、

対象児の年齢を引上げるとともに（3歳
未満から就学前までに拡大）、家庭的保

育者の要件で「養育する就学前児童が

いない等」の要件を撤廃すること等を行

い、家庭的保育事業の実施拡大を図る

ことにより、待機児童の受入を促進

③「安心こども基金」において、児童福

祉施設最低基準を満たす認可外保育施

設が新たに賃貸形態で保育を行う場合

に、開設準備費（改修費及び家賃に係

る初年度費用分）を補助

　を行ったところである。

676,590人
88,189人

588,401人
1,345,583人
2,022,173人

33.5%
4.4%

29.1%
66.5%

100.0%

76.0%
12.3%
63.7%
24.0%

100.0%

14,864人
2,404人

12,460人
4,686人

19,550人

利用児童数 待機児童数

低年齢児（0～2歳）
 うち0歳児
 うち1・2歳児

3歳以上児
全年齢児計

資料：厚生労働省資料

（2008年4月1日現在）

年齢区分別待機児童数第2-4-1表

待機児童数の推移第2-4-2図
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た（2008年度予算実施箇所数：1,890か所）。

　さらに、保育需要の増に対応するための応

急措置として、2000（平成12）年度から家

庭的保育事業（保育ママ。保育所との連携

又は保育所での一体的な実施により、保育者

の居宅において少人数の就学前児童を保育

する）を実施する市区町村に対し、必要な経

費の補助を行っている（2008年度予算対象

児童数：2,500人）。なお、家庭的保育事業（保

育ママ）は、2008年11月に成立した「児童

福祉法等の一部を改正する法律」により、

2010（平成22）年度から、児童福祉法上の

事業として法律上位置付けられることとなっ

た。

（2）幼稚園における預かり保育

　幼稚園の通常の教育時間（標準４時間）の

前後や長期休業期間中などに、地域の実態

や保護者の要請に応じて、希望する者を対

象に行われる「預かり保育」を実施する幼稚

園に対して支援を行っている。2008年３月

には幼稚園教育要領を改訂し、教育活動とし

て適切な活動となるようその充実を図った。

　近年の女性の社会進出の拡大、都市化、

核家族化などを背景として、多様化する保護

者のニーズに伴い、「預かり保育」への要望

が増加しており、2008年６月現在、「預かり

保育」を実施している幼稚園の割合は、約

73％になった。

（1）保育所におけるサービス等

　多様な保育ニーズに対応するため、延長

保育、夜間保育、病児・病後児保育事業等

についても、引き続き推進を図っている。

　延長保育については、保護者の長時間の

通勤等、長時間の保育に対する需要に対応

するため、通常の開所時間（11時間）を超

えて保育を実施する事業であり、当該事業を

実施している民間保育所に対して必要な補

助を行っている（2007年度実施箇所数：9,450

か所）。

　おおむね午後10時頃まで開所する夜間保

育所に対しても必要な補助を行っている

（2008年度予算実施箇所数：80か所）。

　また、保護者が就労している場合等にお

いて、子どもが病気の際に自宅での保育が困

難な場合がある。こうした保育需要に対応す

るため、病院・保育所等において病気の児童

を一時的に保育するほか、保育中に体調不良

となった児童への緊急対応等を行うことで、

安心して子育てができる環境を整備し、もっ

て児童の福祉の向上を図ることを目的とする

病児・病後児保育事業を実施している（2008

年度予算実施箇所数：1,307か所）。

　さらに、都市部を中心とした保育サービス

の供給増を図るため、地域の保育資源として

認可外保育施設が認可保育所に移行するた

めに必要な経費を助成している。

　また、親の就労形態の多様化（パート就

労の増大等）や育児の孤立化に伴う子どもの

保育需要の変化に対応するため、2003（平

成15）年度から週２、３日程度又は午前か

午後のみなど必要に応じて柔軟に利用できる

保育サービスとして特定保育事業を創設し

第1節 ●●  就学前の児童の教育・保育を充実する

多様なニーズに合わせた
保育サービス2
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実施している。

　幼稚園における幼稚園児及び保育所児等

の合同活動事業など、幼稚園と保育所の連

携に関して2003（平成15）年４月に設けた

構造改革特別区域における特例措置につい

て、2005年５月に全国展開を行った。

　また、2008年３月にそれぞれ改訂された

幼稚園教育要領と保育所保育指針において

内容の整合性を図るなど、幼稚園と保育所の

連携をさらに進めている。

（2）認定こども園

　近年の急速な少子化の進行や家庭・地域

を取り巻く環境の変化に伴い、多様化する

ニーズに柔軟かつ適切に対応するため、2006

（平成18）年６月に「就学前の子どもに関す

る教育、保育等の総合的な提供の推進に関

する法律」が成立し、同年10月から施行さ

れた。

　この法律では、幼稚園、保育所等のうち、

①就学前の子どもに教育・保育を提供する

機能（保育に欠ける子どもも欠けない子ど

もも受け入れて教育・保育を一体的に行う

機能）

②地域における子育て支援を行う機能（すべ

ての子育て家庭を対象に、子育て不安に

対応した相談や親子のつどいの場の提供

（1）幼稚園と保育所の連携

　幼稚園と保育所については、地域や保護

者の多様なニーズに応じた設置・運営が求め

られており、1998（平成10）年以降、施設

の共用化、資格の併有促進等の連携を図っ

ている。

　1998年３月の「幼稚園と保育所の施設の

共用化等に関する指針」により、幼稚園と保

育所を合築、併設して設置する場合に両施

設が有効に活用されるようその取扱いを定め

た（2008（平成20）年５月現在共用化事例：

471件）。

　2002（平成14）年に保育士資格と幼稚園

教諭免許を同時に取得しやすくするための保

育士資格の養成課程の見直しなどを行うとと

もに、2008（平成20）年に幼稚園教育要領

と保育所保育指針を改訂し、その内容につい

てはこれまで以上に整合性を図っている。ま

た、2005（平成17）年度より、幼稚園教諭

免許所有者が保育士資格を取得する場合に

一定の科目について試験を免除しており、保

育士資格所有者が幼稚園教諭免許を取得す

る方策として、幼稚園教員資格認定試験を

1993年
10/1現在

1997年
8/1現在

2004年
6/1現在

2005年
6/1現在

2006年
6/1現在

2007年
6/1現在

2008年
6/2現在

318 
（5.2）
2,541 
（29.5）
2,859 
（19.4）

資料：文部科学省資料
　注：上段は、実施箇所数、括弧内は、預かり保育を実施している幼稚園の割合。

区 分

公 立

私 立

合 計

預かり保育実施状況第2-4-3表

330 
（5.5）
3,867 
（46.0）
4,197 
（29.2）

2,328 
（41.9）
7,091 
（85.3）
9,419 
（67.9）

2,377 
（44.1）
7,182 
（86.6）
9,559 
（69.9）

2,415 
（44.6）
7,248 
（87.6）
9,663 
（70.6）

2,502 
（46.5）
7,307 
（88.1）
9,809 
（71.7）

2,493 
（47.0）
7,353 
（88.8）
9,846 
（72.5）

幼稚園と保育所の連携と
認定こども園3
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　幼稚園における学校評価については、2002

（平成14）年に施行された「幼稚園設置基準」

において、自己評価の実施とその評価の公表

に努めるとともに、積極的な情報提供を行う

こととされていた。2007（平成19）年6月に

「学校教育法」を改正し、学校評価に関する

根拠規定を新設した。同年10月に学校教育

法施行規則を改正し、①自己評価を行い、そ

の結果を公表すること。②保護者など学校関

係者による評価を行うとともにその結果を公

表するよう努めること。③自己評価の結果・

学校関係者評価の結果を設置者に報告する

ことについて規定した。これらを踏まえ2008

（平成20）年３月に「幼稚園における学校評

価ガイドライン」を作成した。

　保育所については、児童の視点に立った

サービスの向上を目指し第三者評価事業を

推進している。2004（平成16）年５月には、

保育を含む福祉サービスの第三者評価事業

の普及を図るため、第三者評価事業の推進

体制や評価基準の指針を定めた。さらに、保

育所の特性に着目した評価基準の指針につ

いて、2005（平成17）年５月に通知を発出し、

周知を図った。また、改定した保育所保育指

針において、保育所及び保育士の自己評価

について、努力義務が新たに定められた。

などを行う機能）を備える施設について、

都道府県が「認定こども園」として認定す

る仕組みとしている（2008年４月１日現在

認定件数：229件）。

　文部科学省と厚生労働省が2008年3月に

実施した地方公共団体、施設、保護者に対

する認定こども園制度に係る実態調査による

と、施設を利用している保護者の８割近く、

認定を受けた施設の９割以上が認定こども園

を評価している。また、保護者の９割近くが

制度を推進していくべきと回答している。一

方、施設や地方公共団体からは、財政的支

援が十分ではない、会計処理の簡素化が必

要などの課題も指摘されている。

　これを受けて、①認定こども園に対する、

幼稚園・保育所の枠組みを超えた新たな財

政措置、②2008年7月に文部科学省及び厚

生労働省の両省局長級検討会で取りまとめ

られた、会計処理の改善や制度の普及啓発

などの改善方策に基づいた運用改善に取り

組んでいる。あわせて、同年10月に内閣府

特命担当大臣（少子化対策）、文部科学大臣、

厚生労働大臣の３大臣合意により立ち上げた

「認定こども園制度の在り方に関する検討会」

において、①財政支援の充実、②会計処理

等における二重行政の解消、③教育と保育

の総合的な提供の推進、④家庭や地域の子

育て支援機能の強化、⑤質の向上への対応

などの認定こども園における課題について議

論を進めており、2009年3月に報告をとりま

とめた。

第1節 ●●  就学前の児童の教育・保育を充実する

幼稚園及び保育所の評価と
情報提供の推進4

件　数

229

地方裁量型保育所型幼稚園型幼保連携型

143576104

資料：文部科学省・厚生労働省幼保連携推進室資料

（内　訳）

認定こども園の認定件数

認定こども園の認定件数（20 0 8年4月1日現在）第2 -4 -4表
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した場合、当該施設及びこれと同時に設置す

る一定の器具備品について、５年間20%（次

世代育成支援対策推進法に規定する中小事

業主については30％）の割増償却ができる

税制上の優遇措置も講じられている。なお、

この措置を２年間延長し、2011（平成23）

年３月31日までに設置した施設を対象とす

ることとしている。

　さらに、特に中小企業の取組を支援するた

め、事業所内託児施設を整備しようとする中

小企業者を対象として、株式会社日本政策

金融公庫から、貸付期間15年以内（据置期間：

２年以内）、基準利率で資金を融資する制度

（中小企業事業（貸付限度：７億2,000万円）・

国民生活事業（貸付限度：7,200万円））を

2007年度から引き続き実施している。

　労働者のための託児施設を事業所内に設

置・運営及び増築等を行う事業主または事業

主団体に、その費用の２分の１（中小企業事

業主の場合、設置及び運営については３分

の２（2010（平成22）年３月31日までの暫

定措置））を支給する（両立支援レベルアッ

プ助成金　事業所内託児施設設置・運営コー

ス）ことにより、事業主の取組を支援してい

る（2008（平成20）年度予算助成件数：541件）。

　また、企業の子育て支援の推進を図る観

点から、法人が2007（平成19）年４月１日

から2009（平成21）年３月31日までの間に、

一定の要件の下、事業所内託児施設を新設

「放課後子どもプラン」の
着実な推進

1

第 2 節●放課後対策を充実する

　2007（平成19）年度に、文部科学省と厚

生労働省が連携・協力して、地域社会の中で、

放課後や夏休みなどの長期休暇時に子ども

たちの安全で健やかな居場所づくりを推進

し、総合的な放課後児童対策として実施する

「放課後子どもプラン」を創設した。

　本プランの実施に至った背景には、少子化

や核家族化が進行し、子どもや子育て家庭

を取り巻く環境が大きく変化して、家庭や地

域社会における子育て力や教育力の低下が

問題となっている中で、特に、

・放課後等に異年齢の子ども同士で遊んだ

り、交流したりする機会が少なくなってき

たこと、

・子どもを巻き込む犯罪や事件の増加によ

り、子どもが安心して過ごせる場所の確保

が困難になってきたこと、

・就労や社会参加を希望する女性が増加する

中、子育てと仕事の両立を支援する環境づ

くりをより一層進める必要があること、

などにより、就学期の子どもや子育て家庭に

とって、放課後等に子どもたちが安全な場所

で安心して過ごすことができ、地域のボラン

ティア等の協力・参画を得て、様々な体験や

交流を深められる取組が強く求められていた

ことがある。

　「放課後子どもプラン」は、各市町村にお

いて、小学校の余裕教室や地域の児童館・

公民館などを活用して、すべての子ども（主

事業所内託児施設の設置の
推進5


